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平
成
14
年
11
月
に
滝
沢
村
の
行
政
活
動
の
基
本
と

な
る
「
滝
沢
村
行
政
経
営
理
念
」
を
制
定
し
、「
幸

せ
地
域
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
、
日
本
一
顧
客
に

近
い
行
政
活
動
へ
の
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。
そ
の「
幸

せ
地
域
社
会
」
の
具
体
的
な
方
向
性
と
推
進
す
る
仕

組
み
を
示
す
も
の
が
「
新
し
い
総
合
計
画
」
と
な
る
。

　

総
合
計
画
は
地
方
自
治
法
の
規
定
の
中
で
位
置
付

け
て
い
る
が
、
当
然
、
行
政
運
営
の
指
針
で
あ
る
と

共
に
、
住
民
の
活
動
に
対
す
る
指
針
と
な
り
、
村
に

お
け
る
最
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
計
画
で
あ
る
。

ま
た
、
総
合
計
画
は
、
村
の
ま
ち
づ
く
り
の
意
志
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
・
県
・
広
域
に
も
尊
重

さ
れ
る
計
画
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

21
世
紀
を
迎
え
、
高
齢
化
と
少
子
化
の
進
行
、
情

報
化
や
国
際
化
の
進
展
、
地
球
規
模
の
環
境
問
題
、

産
業
構
造
の
変
革
、
さ
ら
に
は
、
地
域
の
連
携
な
ど

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
敏
感
に
即
応
で
き
る
個
性

あ
る
計
画
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
総
合
計
画
の
素
案
段
階

で
は
策
定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
無
理
が
生
じ
、
住
民

に
説
得
力
の
あ
る

数
値
目
標
の
設
定
、

地
域
計
画
、
基
本

計
画
の
戦
略
ま
で

踏
み
込
ん
だ
情
報

に
乏
し
く
、
将
来

の
滝
沢
村
の
目
指

す
姿
が
見
え
て
こ

な
い
と
現
段
階
で

は
判
断
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

よ
っ
て
滝
沢
村

議
会
は
、
村
長
に

た
い
し
て
、
新
し

い
総
合
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
更
な
る
分
析
と

検
討
を
し
、
住
民
の
た
め
の
総
合
計
画
と
す
る
よ
う
、

次
の
事
項
を
提
言
し
、
平
成
17
年
度
ス
タ
ー
ト
に
向

け
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

１
雇
用
の
場
の
確
保
は
生
活
を
支
え
、
地
域
経
済
の

活
力
を
維
持
発
展
さ
せ
る
た
め
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
研
究
学
園
地
域
で
あ
る
特
性
を
生
か
し
た
、

新
た
な
産
業
の
創
出
と
支
援
す
る
研
究
機
関
と
の

強
力
な
連
携
を
図
り
、
次
世
代
産
業
の
展
開
が
必

要
で
あ
る
。

２
住
民
生
活
や
経
済
活
動
を
充
実
し
、
地
域
や
広
域

の
中
で
人
、
も
の
、
情
報
が
活
発
に
交
流
す
る
環

境
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。

３
住
民
が
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
を
掲
げ
て
い
る
が
、

協
働
と
い
う
名
の
も
と
に
住
民
に
押
し
つ
け
て
い

く
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
行
政
の
役
割
を
明
確

に
示
し
、
支
援
の
手
法
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
方

向
性
が
必
要
で
あ
る
。

４
少
子
・
高
齢
化
の
人
口
構
造
、
進
展
に
伴
う
ニ
ー

ズ
や
課
題
の
多
様
化
に
対
応
す
る
新
し
い
重
点
的

施
策
が
必
要
で
あ
る
。

５
教
育
行
政
は
施
設
の
整
備
、
教
育
内
容
の
充
実
を

含
め
、
地
域
と
連
携
し
、
新
た
な
枠
組
み
が
必
要

で
あ
る
。

６
環
境
基
本
条
例
の
基
本
理
念
で
あ
る
恵
ま
れ
た
環

境
を
将
来
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、

良
好
な
環
境
の
保
全
と
創
造
に
は
、
人
と
自
然
と

の
共
生
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
歴
史
的
文
化
遺
産
の
保
護
や
地

球
環
境
の
保
全
の
視
点
に
立
ち
、
循
環
型
社
会
な

ど
の
構
築
に
よ
り
施
策
の
具
体
的
な
取
り
組
み
が

必
要
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
決
議
す
る
。

平
成
16
年
12
月
17
日

滝
沢
村
議
会
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決議を
村に提出

議員提出議案

新
し
い
滝
沢
村
総
合
計
画
に

関
す
る
決
議

平
成
17
年
度
地
方
交
付
税
所
要

総
額
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書

意見書を
国に提出

　
「
三
位
一
体
の
改
革
」
は
、
真
の
地
方
分
権
の
確
立

に
向
け
た
改
革
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
・

自
立
的
な
財
政
運
営
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

改
革
で
あ
る
。

　
「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
係
る
政
府
・
与
党
合
意
は
、

地
方
交
付
税
の
改
革
と
し
て
、「
平
成
17
年
度
、
平
成

18
年
度
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
行
政
課
題
に
つ
い

て
は
、
適
切
に
財
源
措
置
を
行
な
う
な
ど
、「
基
本
方

針
２
０
０
４
」
を
遵
守
す
る
こ
と
と
し
、
地
方
団
体
の

安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
地
方
交
付
税
、
地
方

税
な
ど
の
一
般
財
源
の
総
額
を
確
保
す
る
」
と
明
記
し

て
い
る
。

　

ま
た
、「
基
本
方
針
２
０
０
４
」
は
、「
財
政
力
の
弱

い
団
体
に
お
い
て
は
、
税
源
移
譲
額
が
国
庫
補
助
負
担

金
の
廃
止
、
縮
減
に
伴
い
財
源
措
置
す
べ
き
額
に
満
た

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、

地
方
交
付
税
の
算
定
な
ど
を
通
じ
て
適
切
に
対
応
す

る
」
と
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
成

16
年
度
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
理
不
尽
に
も
大
幅
な

削
減
が
行
な
わ
れ
、
我
々
の
国
に
対
す
る
信
頼
関
係
を

損
ね
た
こ
と
の
反
省
に
立
っ
て
、
明
記
さ
せ
た
も
の
と

理
解
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
平
成
17
年
度
の
地
方
交
付
税
は
、
平
成
16

年
度
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、
国
と
地
方
の
信
頼
関
係
の

構
築
に
努
め
、
少
な
く
と
も
平
成
16
年
度
以
上
の
総

額
を
絶
対
確
保
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
程
に
よ
り
意
見

書
を
提
出
す
る
。
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